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平成 22 年 11 月 4 日、文京区特別職報酬等審議会条例（昭和 39 年 7 月文京区条

例第 30 号）第 2 条第 2 項の規定に基づき意見を求められた「区議会議員の議員報

酬の額並びに区長、副区長及び教育委員会教育長の給料の額について」、別紙のと

おり答申します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



答     申 

 

１ はじめに 

本審議会は、平成 22年 11月 4日、文京区特別職報酬等審議会条例第 2条第 2

項の規定に基づき、文京区長から「区議会議員の議員報酬の額並びに区長、副区

長及び教育委員会教育長の給料の額（以下「特別職の報酬等の額」という。）に

ついて」意見を求められた。 

本審議会は、慎重に審議を行い、その結論をこの答申として取りまとめたもの

である。 

 

２ 一般職の給料及び特別職の報酬等の額の状況 

⑴ 一般職に対する平成 22年の特別区人事委員会勧告 

ア 公民較差 
 

民間従業員平均給与 職員平均給与 較  差 

419,202円 420,461円 △1,259円（△0.30％） 
 

イ 公民較差に対する配分 
 

 地域手当の支給割合

の変更に伴う配分 

平成 22年較差 

解消による配分 
合 計 

給 料 △3,004円(△0.72%) △1,067円(△0.25%) △4,071円(△0.97%) 

諸手当 － － － 

地域手当 3,514 円(0.84%)   － 3,514 円(0.84%)  

はね返り △510 円(△0.12%) △192 円(△0.05%) △702 円(△0.17%) 

合 計 0 円     △1,259円(△0.30%) △1,259円(△0.30%) 

⑵ 昨年度の状況 

一般職については、特別区人事委員会の「公民較差（△1,605円、△0.38％）

を解消するため、給料表の引下げ改定を行うべきである」とする勧告に基づき、

減額改定を行った。 

一方、特別職の報酬等の額については、現下の社会経済情勢、各職の職務内

容や責任の重さ、健全な財政状況を維持しつつ区民福祉の向上に取り組んでい

ること、他の特別区との均衡などを考慮し、現行のまま据え置きとするのが妥

当であるとの結論に達した。 

⑶ 他の特別区との比較 

現行の特別職の報酬等を他の特別区と比べると、順位は中位から下位に位置

し、その額も平均値を下回る状況にある。 
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３ 基本的な考え方 

特別職の報酬等の額については、以下の点を考慮し、総合的に判断する。 

⑴ 10月の月例経済報告（内閣府）によると、「景気は、このところ足踏み状態

となっている。また、失業率が高水準にあるなど厳しい状況にある。先行きに

ついては、当面は弱めの動きも見込まれるものの、景気が持ち直していくこと

が期待される。」 

⑵ 文京区は、着実な財政運営を行っている。 

⑶ 特別区人事委員会により、一般職の給料月額を平均 0.30％、期末手当・勤

勉手当を 0.2月引き下げる勧告が出されている。 

⑷ 文京区の報酬等の額は、23区中、中位から下位に位置している。 

⑸ 段階的に引き上げられてきた一般職の地域手当については、特別区人事委員

会により、今回 18％（本則）とする勧告が出されたため、12％のままとなっ

ている区長、副区長及び教育長の地域手当について、報酬等とあわせて整理検

討する。 

 

４ 本審議会における議論 

⑴ 区政を取り巻く社会経済情勢を踏まえる必要がある。 

⑵ 厳しい経済状況にあって、文京区が堅実な財政運営を行い、健全な財政状況

を維持しつつ区民福祉の向上に取り組んでいることについては、特別職の業績

として評価する必要がある。 

⑶ 特別職の報酬等の額を検討する際には、月額のみではなく、期末手当を含め

た年収総体についての視点も必要である。 

⑷ 文京区の特別職の報酬等の額は、職務の内容や職責の重さ、他の特別区との

均衡の観点からは相応しいと考えられるが、各特別職がその職責にふさわしい

活動を行っていることを区民に対し説明できるものでなければならない。 

 

５ 審議結果 

  審議会は、特別職の報酬等の額については実質的に据え置きとし、区長、副区

長及び教育長については、地域手当支給割合の引き上げ分と同率程度、報酬等の

額を引き下げるのが、妥当であるとの結論に達した。 

なお、特別職の報酬等の額については、以下のとおりとする。 

⑴ 特別職の報酬等の額 

     区   長  １，０７７，０００円（△５８，０００円） 

     副 区 長    ８７１，０００円（△４７，０００円） 

     教 育 長    ７４６，０００円（△４０，０００円） 

     議   長      ９１８，０００円（据え置き） 

     副 議 長      ７８６，０００円（据え置き） 

     委 員 長      ６４６，０００円（据え置き） 

     副 委 員 長      ６１９，０００円（据え置き） 

     議   員      ５９７，０００円（据え置き） 

⑵ 改定の時期 

  平成２２年１２月１日 
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文京区特別職報酬等審議会委員 

 

会   長   岩 井   隆 

職務代理者   渡 辺  泰 男 

        委   員   大 川  米 子 

        委   員   金 子  洋 子 

        委   員   黒 澤  義 一 

        委   員   滝 沢  敬 二 

        委   員   野 上  光 太 

        委   員   宮 内  秀 一 

        委   員   伊古田  正 之 

        委   員   市 岡  秀 昭 
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